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《特集》「食品の安全・安心と分析化学」企画にあたって

近年，我が国では，有害物質の残留・汚染や表示の偽装など，食品の安全・安心を脅かす事件が多発していま

す。食品が安全なものか，また安心して食べられるものかを確認するためには，食品に含まれている化学物質の

同定・定量，また食品の状態や変化を知ることが大きな手がかりとなります。つまり，分析化学が大きな役割を

果たしていると言えます。

そこで食品の安全・安心を守るために，分析化学がどのようにかかわっているか，その一端を紹介する特集を

企画いたしました。分析化学に携わっている読者の皆様の参考になれば幸いです。

「ぶんせき」編集委員会

食 の 安 全 品 質 確 保

―安全の概念と安心という化け物―

日 佐 和 夫

本テーマである“「食品の安全品質確保」―安全・品

質の概念と安心という化け物―”について，筆者は

HACCP (hazard analysis and critical control point）など

の管理手法を専門としているので，生産管理的視点から

述べてみたい。

食の安全とは何かを考える中で，最近のマスコミ報道

を見ていると「安全＝絶対安全」であると考えられてい

ることに懸念している。すなわち，農薬は危険，無農薬

は安全という短絡的に判断されている。この背景には，

例えば，「バナナダイエット」で代表されるようにマス

コミによる報道は，「科学的根拠」でなく，「ウラを取る

（誰が言ったのかなど）」という視点であり，視聴者が

「科学的根拠」に基づいて報道されていると誤解してい

ると思われる。一方，「安全」の報道であっても，マス

コミは「ウラを取る」ことが重要で，「科学的根拠」に

基づかないことがある。これらの問題点についてはマス

コミ内部からも指摘されていることである。これらの事

実は，今後，食の安全・安心あるいは品質に関して重要

な課題を残すであろう。

1 食の安全と品質

食の安全確保はフードチェーンにかかわるものにとっ

て最重要事項である。しかし，安全のみを重要視するこ

とにより事故が起こることの認識も必要である。多くの

場合，安全を論議するときに工程（生産管理）を軽視す

る傾向にある。もの作りにおいて，「品質は工程の中で

作り込め」という教訓がある。同様に，「安全は工程の

中で作り込める」と考えるべきであり，また，作り込め

ることも多い。一方，「品質の中に安全がある」，「安全

と品質は別個である」などの考えがあるが，いずれも正

しい。しかし，昨今の食品事故事例を見ていると安全管

理にかかわる認証を受けている企業の事故が見受けられ

る。これらの多くは，「木（安全）を見て森（もの作り

全体）を見ていない」のではないかと感じる事例が多い。

さらに，これらの認証を受けている企業は，自社の安全

や品質管理に自信を持っている企業は多い。自社の安全

や品質管理に自信を持つことではなく，不安を持つこと

が，安全や品質管理の向上につながるのではないかと考

える。

2 ISO から見た食の安全品質確保

ISO では，品質については ISO9001（品質マネジメ

ントシステム）が広く認識されている。一方，安全につ

いては，ISO22000（食品安全マネジメントシステム）

が 2005 年 9 月に発行されている。ISO の中で安全につ

いて記述されている規格やガイドがいくつかあるが，

ISO/IEC GUIDE 51: 1999（安全面―安全面を規格に含

めるための指針)1)が，安全を論議するにあたっては，

とても重要である。ISO/IEC GUIDE 51の概要（目次）

は表 1 のとおりである。



118118 ぶんせき  

ISO : International Organization for Standardization，国際標準

化機構，IEC : International Electrotechnical Commission,
国際電気標準会議

表 1 ISO/IEC GUIDE 51：1999（安全面―安全面を規

格に含めるための指針）目次

まえがき

1. 適用範囲 2. 引用規格 3. 用語及び定義

4. 安全という用語の使用 5. 安全性の概念

6. 許容可能なリスクの達成 7. 規格への安全面の導入

7.1 安全規格の種類

7.2 提案された作業アイテムの分析

7.3 準備作業 7.4 起草

参考文献

表 2 ISO/IEC GUIDE 51：1999 の定義の一部：{( )内

は項番}

安全性（3.1)：受入不可能なリスクがないこと

許容可能なリスク（3.7)：その時代の社会の価値観に基づく

所与の状況下で，受け入れられるリスク

保護方策（3.8)：リスクを低減する手段

残留リスク（3.9)：保護方策を講じたあとに残るリスク

意図する使用（3.13)：供給者が提供する情報に準拠した製

品，プロセスまたはサービスの使用

合理的予見可能な誤使用（3.14)：供給者が意図しない方法

であり，容易に予測しうる人間の挙動から生じる製品，プ

ロセス又はサービスの使用

図 1 リスクアセスメント及びリスク低減の反復的プロセス

その中で，第 4 項安全という用語の使用，第 5 項安

全性の概念，第 6 項許容可能なリスクの達成が重要で

ある。表 2 には，第 3 項の安全を確保するための用語

の定義を示した。

安全性（3.1）とは受入不可能なリスクがないことと

定義されている。食の安全性に関して受入不可能なリス

クがない様な食品は存在しないであろう。この定義から

食品安全という用語を一般的に使用することは ISO/

IEC GUIDE 51 に反することになる。すなわち，「安全」

及び「安全な」という用語の使用は，リスクから開放さ

れている印象を与えやすい（ISO/IEC GUIDE 51: 1999

第 4 項）。食品は常に，条件付き安全を確保されている

ものであり，絶対的安全が確保されているものではな

い。すべての食品は安全に食べること（消費あるいは賞

味期限や保管管理など）であり，取り扱いなどを間違え

ると事故につながるものである。従って，ISO/IEC

GUIDE 51 の「許容可能なリスク（3.7）」を「食の安全」

として受け入れなければならないであろう。

3 安全の概念と許容可能なリスクの達成

（ISO/IEC GUIDE 51: 1999 第 5 項と第 6
項）

安全の概念は，5.1, 5.2, 5.3 の 3 項に分かれている。

5.1 項では，安全面の配慮は最優先であることを要求し

ている。5.2 項では，許容可能なレベルを要求している。

5.3 項では許容可能リスクは，リスクアセスメント（リ

スク分析及びリスク評価）及びリスク低減の反復的プロ

セスでもって達成できるとしている。図 1 にリスクア

セスメント及びリスク低減の反復的プロセスを示した。

従って，許容可能なリスクの達成については，図 1

のリスクアセスメント及びリスク低減の反復的プロセス

を行うことを求めている。しかし，この反復的プロセス

を食品ごと，工程ごと，施設ごと，設備ごとなどにハ

ザードの分析，リスクの評価できる技能を有するために

は，食に関する総合的な知見と経験などが求められるで

あろう。

4 安 心 と は

安心という言葉は単独で使われることは少ないと感じ

ている。「安心・安全」「安全・安心」「安心は信頼」な

どといった言葉と併用される。一般的には，「安全」は

科学的根拠に基づくものであり，「安心」は消費者の多

様な要求事項であり，消費者個々の主観による要求であ

る。この「安心」のすべての要求に対応することは困難

である。この多様な要求事項に対応することは企業の営

業戦略であると考えている。従って，「安全な食品」は

原価計算に基づく適正価格であるが，「安心な？食品」

は，消費者にとって付加価値があることから戦略価格で

原価は軽視され，付加価値商品となるべきである。しか

し，わが国の場合は，実態はそうではないことが多い。

価格決定プロセスが経済原則に反していることに問題が

あろう。

このような「安心」という得体の知れない事実が，実

態社会（フードチェーン）にまかり通ることはまさしく

「化け物」であるとしか判断できない。そろそろ企業も

「安心」を営業戦略と認識し，消費者も「安心」を食の

基本的要求事項ではなく，自分たちの多様な付加価値の
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要求事項であることの認識が必要であろう。そのために

は，「許容可能なリスクの達成」を基本要求事項とし，

「安心」は付加価値要求事項であるとの認識が必要であ

ろう。

5 食の安全品質確保のための分析

食の安全品質確保のための分析項目及びそれに伴う分

析技術は，食品現場では有効な安全・品質管理の手段で

あることが多い。しかし，中国産粉ミルクのメラミン混

入のように品質評価を逆利用するのが問題なのか，逆利

用されない規格基準の設定が課題なのか，分析技術以前

の問題として整理する必要がある。今後は，国内だけで

なく，輸入相手国など食品群による安全品質評価基準の

確認，見直し及びそれらの実態調査などが必要であると

考える。

一方，食品分野においては，フローダイアグラムに基

づくハザード分析（ハザードの特定，モニタリング方法

の設定とその頻度など）が求められる。しかし，一方で

は，分析技術の向上で，有害物質や残留農薬などが法的

規制の基準値以下あるいは微量であっても検出される。

このことが食の社会不安の要因や風評被害の原因になる

ことも想定される。さらに，最終製品検査に対する消費

者の信頼性が高く，例えば，農薬のように全項目の検査

を要求したり，BSE のように全頭検査であれば，安全

であり，安心と思われている。従って，消費者のプロセ

スチェックやプロセス管理に対する認識は低い。それ

故，安全や品質，さらには安心にかかわるコストベネ

フィットの適正化が図れず，結果として安全・品質さら

には安心にかかわる生産コストの中でのコスト吸収が困

難になり，安全・品質さらには安心に対する再投資を困

難にしていることが，さらなる事故の可能性を含んでい

ると思われる。
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